
 

人 事 課 

         議案第４号 

港区職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

１ 管理職員の給料表の改定 

管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現と処遇改善を図るため、管理職員の 

給料表を改定します。 

（１）部長級 

   行政職給料表㈠、医療職給料表㈡、医療職給料表㈢の給料月額を引き上げつつ、給料

月額を刻みの大きい簡素な号給構成とします。また、行政職給料表㈠のみ、昇給につい

ては、勤務成績が特に良好以上な場合に限り行います。 

   【行政職給料表㈠における比較】 

 現行 改正案 

初号の給料月額 396,500 円 497,700 円 

号給構成 89 号給 ９号給 

昇給制度 原則４号給昇給 原則昇給なし 

（２）課長級 

   初号近辺の号給をカットし、給料月額を引き上げます。 

   【行政職給料表㈠における比較】 

 現行 改正案 

初号の給料月額 320,000 円 396,800 円 

号給構成 109 号給 77 号給 

 

２ 技能系職員（行政職給料表㈡）の改定 

  技能系職員の人材確保及び職務給原則の更なる徹底を図り、昇任意欲の醸成に資する職

務・職責をより重視した給料体系とする観点から、行政職給料表㈡の改定等を行います。 

 

３ 管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯の拡大 

  管理職員の負担感を考慮し、支給対象となる平日の勤務時間帯を拡大します。 

現行 改正案 

午前零時から午前５時まで 午後１０時から翌日午前５時まで 

 

令和８年２月２５日 資料№５ 
総 務 常 任 委 員 会 

1



 

４ 宿日直手当に係る支給額の上限額引上げ 

  令和７年１２月の給料月額の引上げを踏まえ、上限額を引き上げます。 

 現行 改正案 

通常の日から始まる宿日直 9,200 円 9,500 円 

年末年始の日から始まる宿日直 11,500 円 11,800 円 

 

５ 施行期日 

１、２及び３については令和８年４月１日。４については公布の日 

 

６ 適用期日 

４については、令和７年４月１日 
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令和８年２月２５日 資料№５－２
総 　務 　常 　任 　委 　員　会
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